
年齢 65歳未満 高齢者等
保健所
の連絡

原則、保健所からの電話連絡はありません。
保健所から順次、連絡します。
※連絡までに時間を要することがあります。

療養決定
下記の重症化リスクがなければ原則自宅療養です。
ただし、同居家族に高齢者、免疫不全等要配慮者、医療・介護従事者が
いる場合は宿泊療養も可です。

保健所が電話で状況を伺い療養決定します。

重症化の
有無

療養

療養期間

①65歳未満の方のうち、重症化のリスク因子※のある方
※発生届で、医師が中等症以上もしくは入院の必要性があると診断された方
臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の免疫機能低下

②妊娠36週以降もしくは産科的リスクのある妊婦

①②の重症化
リスクなし

①②いずれかの
重症化リスクあり

①以外の重症化
の因子あり

保健所から連絡

保健所から連絡がない場合の対応
①ご自身から保健所へ連絡
②保健所に繋がらない場合は、
自宅待機SOS（電話０５７０－０５５２２１）に連絡

入院 宿泊療養原則として自宅療養

○自宅療養に必要な情報を「自宅療養者支援サイト」で確認
https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshoshien/jitaku_ryouyou/index.html

○宿泊療養を希望する場合や体調が悪化して受診したい場合は、
自宅待機SOS(電話0570-05５221)に連絡

0日 1日 2日 ３日 ４日 5日 6日 7日 8日 ９日 10日 １１日

例 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12

【有症状】
発症日

症状
軽快 療養

解除

【無症状】
検体採取日

療養
解除

療養期間（10日間※１）

療養期間（ずっと無症状なら７日間※１）

有症状者は発症日を0日目として10日間、無症状者は検体採取日を0日目として７日間は療養期間です。
※１ 療養期間中に症状がある場合は療養期間が変わりますので保健所へご連絡ください。

療養方法を決定（保健所）

（QRコード）

新型コロナウイルス感染症に感染したかもと思ったら
～受診から療養までのフローチャート～ 2022．7月版(枚方市）

連 絡

電話で相談する
まずは
①かかりつけ医
近くの医療機関（QR参照）

どこに連絡していいかわからないときは…

②新型コロナ受診相談センター
TEL 9：００～17：30 072-841-1326

17：30～9:00 050-3531-0271
FAX 072-841-5711

③大阪府新型コロナ受診相談センター
TEL 24時間受付 0６-７１６６-９９１１

0６-７１６６-９９66

注） 受診前に必ずお電話等で
「事前予約」をし、無断キャンセル
は絶対しないでください

医師の判断で必要に応じて検査
検査費用は無料
受診時に初診料、診察料が必要

検査結果は医療機関から連絡

陽性（感染確定）の場合
医療機関から保健所に届出後、
療養についての情報をSMS
または郵送でお届けします
（詳細は下表をご参照ください）

病状や薬の相談は、受診先の
医療機関にご相談ください

受 診 診 断

相談先の医療機関で受診

保健所から
連絡します

悪化なしを確認

療養終了
まで自ら
判断して
ください


